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   国立大学法人鳴門教育大学会計監査人候補者選考会議規程 

 

平成２２年 ２ 月１８日 

規程第   ４   号 

改正 平成２２年 ３ 月２４日規程第７６号 

平成２３年 ３ 月３１日規程第２６号 

平成２６年 ３ 月２４日規程第３１号 

平成２９年 ３ 月 ８ 日規程第３４号 

平成３１年 ３ 月１３日規程第３０号 

令和 ２ 年 ３ 月１９日規程第３０号 

令和 ８ 年 ３ 月１１日規程第４２号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第３５条において準

用する独立行政法人通則法第４０条により，文部科学大臣が選任する会計監査人の候補

者選定に係る，国立大学法人鳴門教育大学会計監査人候補者選考会議（以下「選考会議」

という。）の組織及び運営等について必要な事項を定める。 

 （組織） 

第２条 選考会議は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 企画調整役 

 (3) 法人運営部財務課長 

 (4) 法人運営部財務課課長補佐 

 (5) 法人運営部財務課予算・決算係長 

 (6) 監査室長 

 （審議事項等） 

第３条 選考会議は，次に掲げる事項について審議し，選考結果を学長に報告する。 

  (1) 会計監査人候補者選定基準に関すること。 

 (2) 会計監査人候補者の選考に関すること。 

 (3) その他会計監査人候補者に関すること。 

 （議長） 

第４条 選考会議に議長を置き，事務局長をもって充てる。 

２ 議長は，選考会議を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。 

 （議事） 

第５条 選考会議は，委員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開くことができない。 

２ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 議長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を選考会議に出席させ，意見

を聴くことができる。 
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 （事務） 

第７条 選考会議の事務は，監査室において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，選考会議の運営に関し必要な事項は，選考会議が

別に定める。 

   附 則 

 この規程は，平成２２年２月１８日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

     附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和８年４月１日から施行する。 


